
☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

         ニッセイ メール配 信サービ ス（メル マガ）  

                 

   【 メルマガ 内容】  

 

      ＤＢ 基金（  ）   Ｄ Ｂ規約（  ）   ＤＣ   （  ）    

厚年基金 （  ）   会計基 準（  ）   その 他  （〇 ）  

 

      【 タイトル 】 第２３ 回社会保 障審議会 年金部会 の  

開催につ いて  

☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

平素より 当社社業 につき格 別のご高 配を賜り、厚く御 礼 申しあげ ます。 

 

厚生労働 省は 2 0 2 4 年 1 2 月 1 0 日 (火 )、第 2 3 回社会保障審 議会年金 部  

会を開催 しました 。  

今回の部 会 では、 以下議事 について 議論が実 施されま した。  

１．被用 者保険の 適用拡大 及び第３ 号被保険 者を念頭 に置いた  

いわゆる ｢年 収 の 壁 ｣へ の 対応 につい て ②  

２．基礎 年金のマ クロ経済 スライド による給 付調整の 早期終了  

（マクロ 経済スラ イドの調 整期間の 一致）に ついて②  

  ３．遺 族年金制 度につい て②    

 

当部会の 資料及び 音声のア ーカイブ 配信ペー ジについ ては、以 下の厚  

生労働省 H P に掲載 されて い ます。（ 音 声のアー カイブ配 信は、議 事録  

掲載後に 停止）  

h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / s h i n g i 2 / n e n k i n _ 2 0 2 4 1 2 1 0 . h t m l  

 

１．被用 者保険の 適用拡大 及び第３ 号被保険 者 制度を 念頭に置 いた  

いわゆる ｢年 収 の 壁 ｣へ の 対応 につい て ② ( * )  

( * )当テーマ ①は、 第 2 0 回部会に付議  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 1 を基に、 以下記述 ）    

 

（１）被 用者保険 の適用拡 大  

・短時間 労働者及 び個人事 業所の被 用者保険 の適用範 囲の見直 し  

 の方向 性案 につ いて、以 下の通り 。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html


①賃金要 件  

(現行 ) 年 間収入 約 1 0 6 万円未満 ( 5 0 人超事業 所 )が 非適 用  

(見直し の方向 性 )  撤廃  

   ②企業 規模要 件  

  (現 行 )  従業 員 数 5 0 人以下が非適 用  

 (見直 しの方 向性 )  撤廃   

(①②に より、「時 間 要件（週 2 0 時 間以 上）」のみが残 るこ ととなる )  

③個人事 業所 (従業 員常時 5 人以上 )に おける非 適用業種  

(現行 ) 農 業・漁 業 ・林業、 飲食業等 の法定１ ７業種 以 外の業種   

 (見直 しの方 向性 )  解消  

 

＜第 2 0 回年金部会 における 主な ご意 見＞  

・「壁」と いう言 葉 が国民の 間の誤解 さらには 就業調整 を誘発し かね  

ないこと には、十 分な注意 が必要。 8 . 8 万円 (年収約 1 0 6 万円 )と い  

う数字を なくすこ とで国民 に向けて より簡明 なメッセ ージを発 す  

ることに なること に鑑み 撤 廃が適当 。  

•  最低賃 金が低い 地域で暮 らす、1 0 6 万円未満 の年収の 人が、1 0 6 万  

円以上の 年収の人 と同額の 保険料と なり、年 収の低 い人 の負荷が 高  

まるので はないか 。  

＜今回年 金部会に おける主 な ご意見 ＞  

 ・「 賃金要 件」「 企 業規模要 件」を縮小・撤廃とする 方向性 について 、

賛成多数。残る「 労 働時間要 件」や「 5 人未満個 人事業主 」への踏

み込みを 要望する 意見もあ り。  

   (「年 収の壁 」や 公的年金 制度の維 持の観点 からも、適 用拡大の 方

向性に異 論はほぼ 無し )  

 

（２）第 ３号被保 険者制度 を念頭に 置いたい わゆる「 年収の壁 」への  

対応  

 ・保険 料負担が 就業調整 等の誘因 となって いる場合 、労使折 半の保

険料負担 割合を 、任 意で変更 できる (事 業主負担 割合を引 き上げれ

ば、労働 者側の負 担が減る ことにな る )特例 の是非 につ いて。  

 ・その他 、いわ ゆ る「年 収の壁 」を 巡 る制度の 在り方に ついて議 論。  

＜第 2 0 回年金部会 における 主な ご意 見＞  

・就労調 整の生じ る可能性 の高い収 入層に限 り、労使 合意によ る使  

用者の負 担割合の 増加を許 容するこ とは 、特例 措置と して あり 得

る。  

 ・事業 主負担割 合を増や すことが できるの は大企業 ではない か。同



じ賃金の 労働者で も、大企業 だと本 人 の保険 料負担は 軽くなっ て、

中 小 企 業 だ と 本 人 の 負 担 は 軽 く な ら な い と い う 格 差 が 生 ま れ る 。 

 ・第３ 号被保険 者は、条 件つきで 廃止すべ き。本人 が保険料 を負担  

すること なく受給 を得られ る第３号 制度は、女 性の勤 労意欲を そ

ぐことに つながり 、社会進 出を阻害 している 。  

＜今回年 金部会に おける主 なご意見 ＞  

 ・ 労使折 半の原 則 を曲げて 、負担 割 合を変更 させる こ との合理 性を

見出しに くい 。(負 担が高ま ることが 予想され る )事 業主 への説明、

余裕の乏 しい中小 企業への 配慮など 課題多い 。  

・同一企業 内で、「 この人は『年収 の壁 』対策 だから 」とい うことで

負担割合 に差が出 ることは 許容され るのか。  

 ・ 対象者 限定 か つ 時限でや るにせよ 、その範 囲を明確 にするこ とが  

必要。誤った メッセ ージ にな ると 、結局「新た な壁 」を生 む だけ。  

  

２．基礎 年金のマ クロ経済 スライド による給 付調整の 早期終了  

（マクロ 経済スラ イドの調 整期間の 一致）に ついて② ( * )  

 ( * )当テー マ①は 、第 2 1 回部会に付 議  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 2 を基に、 以下記述 ）  

  

（１）論 点 (要 旨 )  

 ・公的 年金は、 本来、賃 金や物価 の伸びで 改定し、 実質的な 価値を

維持。現 在は、長 期の財政 安定のた めマクロ 経済スラ イドによ り

改定幅を 抑制。  

 ・過去 ３０年の 状況を投 影した保 守的な経 済前提で も、マク ロ経済

スライド による給 付調整は 、報酬比 例部分 は 2 0 2 6 年 度に終了 す

る一方、 基礎年金 の給付調 整は 3 0 年以上継 続の見込 み。現行 の

仕組みを 前提にす ると、基 礎年金の み給付調 整が続き 、基礎年 金

の給付水 準が長期 にわたっ て低下。 この結果 、厚生年 金の所得 再

分配機能 も低下。  

 ・見直 しの方向 性として 、国民年 金と厚生 年金 それ ぞれの 財 政均衡

を 維 持 し た 上 で 、 報 酬 比 例 部 分 の マ ク ロ 経 済 ス ラ イ ド を 継 続 し 、

基礎年金 と報酬比 例部分の 調整期間 を一致さ せること で、公的年

金全体と して給付 調整を早 期に終了 させるこ とについ て、どう考

えるか。  

 ・その ため、基 礎年金拠 出金の算 定方法を 、現行の 被保険者 数の人

数割に加 え、積立 金も勘案 して計算 する仕組 みに変更 すること に

ついてど う考える か。  



＜今回年 金部会に おける主 なご意見 ＞  

・基本的 に賛成 。 基礎年金 は公的 年 金の要で あり、 こ れの 梃子 入れ

は焦眉の 課題。そも そも「厚 生年金 v s 国民年金 」とい う対 立的な

発想がお かしい 。 あくまで 、基礎 と 報酬比例 のアン バ ランスの是

正。    

 ・自社 の従業員 のために 負担して いるとい う思いの 強い事業 主の納

得が得ら れるのか 。  

 ・基礎 年金の 梃 子入れが 重要なこ と に異論 は無い が 、マクロ 経済ス

ライドの 一致は一 つの手段 に過ぎな い。国民 年金自身 の改革、 例

えば被保 険者の適 用拡大、 棚上げさ れた保険 料 4 5 年 間支払な ど

と併せて 検討され るべきで ある。  

 ・「 3 0 年投影 ケ ース」に 偏ってい る、また 、被用者 保険の適 用拡大

や国庫負 担金の確 保も不詳 な中、拙 速は避け るべき。  

 

３．遺族 年金制度 等の見直 しについ て② ( * )  

( * )当テーマ ①は、 第 1 7 回部会に付議  

（厚生労 働省 H P 掲載  当部 会資料 3 を基に、 以下記述 ）  

 

（１）見 直しのポ イント  

  ①新た に子の な い男性に も遺族厚 生年金を 支給  

  ・男 女 (夫 妻 )共 に、原則 5 年の有 期給付に 統一  

   ②年金 額を増 額 （  有期給 付加算  ＋  死亡分 割  ）  

  ③配慮 が必要 な 方は、 5 年目以 降も 継続して 受給可能  

  ④収入 にかか わ らず 受給 可能  

   ・現 行は「年 収 8 5 0 万円以上」 は受給対 象外  

 以上に より、 男 女差や収 入差にか かわらず 、公平な 受給がベ ースと

なる制度 変更を 志 向。  

 

＜今回年 金部会に おける主 なご意見 ＞  

・遺族年 金の男女 差解消の 方向性に ついて、 賛成多数 。  

・男女と も「有期 5 年＋配慮が必 要な 方には延 長給付 」という建 付け

は評価で きる。  

ま た 、 遺 族 の 就 労 (所 得 獲 得 )に よ り 遺 族 年 金 受 給 額 が 減 る に せ よ 、

所得と合 わせた 総 収入は漸 増する 設 計は、就 労意欲 減 退防止の 観点

からも合 理的。  

 

 



 

* * * * * * *メ ール配 信 サービス （年金Ｎ ＥＷＳ・ メルマガ ） * * * * * * * *  

運営：日 本生命保 険相互会 社  

 

 〒 1 0 0 - 8 2 8 8   東 京都千代 田区丸の 内 1 - 6 - 6 日本 生命丸 の内ビル  

     団体 年金部  団体年金 コンサル ティング グループ  

   T E L    0 3 - 5 5 3 3 - 5 5 7 2   

   E - m a i l   k i k i n m a d o g u t i @ n i s s a y. c o . j p  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

日本 -年 基 - 2 0 2 4 1 2 - 1 7 0 - 0 4 1 6 - D  

 


